
南大東村

農業集落排水事業

令和 3 年 3 月

令和 2 年度 令和 11 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,160 円 2,936 円

2,160 円 2,922 円

2,200 円 3,325 円

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度

平成30年度 平成30年度

令和元年度 令和元年度

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

農業集落排水の料金は、6m3までは定額となっている。

6m3を超える水量から超過料金を徴収している。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

農業集落排水の料金は、6m3までは定額となっている。

6m3を超える水量から超過料金を徴収している。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

なし

処 理 場 数 1　(在所処理場)

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

なし

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成１５年度
(１９年)

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

非適用

処 理 区 域 内 人 口 密 度 745÷46＝16.20人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無

別添２－1

南大東村農業集落排水事業経営戦略

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

処 理 区 数 1　(在所処理区)



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２） 有収水量の予測

①有水量の推計は、生活汚水量(生活用原単位)、営業汚水量、工場汚水量、その他汚水量を推計し、その和により推計する。

②前項までに算定した人口、水量により、南大東村農業集落排水事業における有収水量予測を行う。

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

平成30年度決算「経営比較分析表」を添付します。

処理区域内人口の予測

①行政区域人口は、トレンド法(時系列傾向分析)、国立社会保障・人口問題研究所予測の「日本の地域別将来推計人口」を使用し推計する。トレンド法とは過去の
実績値の傾向が今後も続くものとみなし、実績のすう勢に最もよく適合する傾向線を用いて推計する手法をいう。

②処理区域人口は、各地区の給水区域外人口を推計する。推計は5式6法のトレンド法により推計を行うものとする。①で推計された行政区域内人口から本項で予測
する処理区域外人口を差し引き、処理区域内人口を推計する。

③水洗化人口は、水洗化の推計を行い、②の処理区域内人口を乗じて推計する。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

該当なし

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

該当なし

職 員 数
組織体制は、土木課長、上下水道班の1班体制である。職員数は、現在は、2名体制となっている。職員は全員上下水道、農業集落排水事
業の兼務となっている。

事 業 運 営 組 織 南大東村土木課として簡易水道事業、農業集落排水事業を所管している。使用料金の徴収については、建設課で行っている。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

当該施設(処理場、マンホールポンプ等)の維持管理業務

 イ　指定管理者制度 該当なし



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

　経営の基本方針は、以下に示すとおりである。
○適正な維持管理と効率的な運営を行う。
○財源確保のため、コスト削減を徹底し、料金回収率の向上に努めると共に、引続き下水道加入促進を図っていく。

施設の見通し

○供用開始から19年が経過し、施設内機器類の故障や中継ポンプ類の故障も突発的な修繕が発生している。最適化構想事業計画等を策定し施設更新
を行っていく。

○管路の維持管理のため、下水道施設台帳を作成し老朽化対策に取り組んでいる。

組織の見通し

　上下水道事業に携わっている職員は2名であるが、上水道等他の事業も担当しているため、現状より人員を削減することは厳しいと考え、現体制を維持する方向と
している。

使用料収入の見通し

料金収入は、徴収業務の強化、料金改定も視野に入れた説明会の開催等を行い、当該収支比率の向上に取り組む。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　　　　・投資の目標に関する事項
　　　　　　供用開始後19年が経過している。最適化構想事業等に取り組みながら、計画に基づいた補修、更新を実施する予定である。
　　　　・管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
　　　　　　最適化構想事業計画及びストックマネージメント計画に基づいた補修、更新を実施する予定である。

目 標

○料金改定が考えられるが、水道事業の広域化が予定されそれに伴い下水道料金の改定を併せて行うことと
する。
〇今後の施設整備にかかる財源として、高率補助や有利な企業債を活用する。

　　　・今後の人口変動等により施設の維持管理費等を検討しながら、健全な経営に務める。

　　　・各種経費の効率化を検証しながら、支出の抑制を図る取り組みを進める。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標

○処理場及び管路の最適化構想事業計画等を策定し施設更新を計画的に行っていく予定である。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　経営戦略は、５年を目処に見直しを行い、効率的な事業となるように計画を立案する。

修繕費に関する事項 計画的な保守、点検による故障の未然防止に留意し、経費縮減に努める。

委託費に関する事項 統合できる委託業務について検討し、経費削減、効率化を目指す。

その他の取組 なし

職員給与費に関する事項 事業規模が小規模であるため、今後も職員給与費を割り当てないものとする。

動力費に関する事項 汚水流入量に応じた最適な運転管理に努め、経費削減について検討する。

薬品費に関する事項 引続き、必要最低限の納入、その後の適正な管理、注入に努める。

資産活用による収入増加
の取組について

予定なし

その他の取組 なし

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
予定なし

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

予定なし

その他の取組 なし

使用料の見直しに関する事項
汚水処理経費の削減と人口減少による収入のバランスに留意し、経費回収率は今後も100％を維持でき
るよう、必要に応じて見直しの検討を行います。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項 予定なし

投資の平準化に関する事項 最適化構想事業およびアセットマネジメント計画で実行予定である。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成30年度全国平均【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率
100％を上回っているが料金増や償還金の減が主な
要因である一方、他会計繰入金は減となったが一
般会計繰入金の依存度が高いため経費削減に努め
なければならない。
④企業債残高対事業規模比率
全額一般会計で負担することとしているが将来の
施設更新時に新たな企業債が発生するので公債費
負担額を抑える対策が必要である。
⑤経費回収率
類似団体平均値より上回っているが100％に近づけ
くように使用料金設定とさらなる経常経費の抑制
等により削減し収支のバランスを図る。
⑥汚水処理原価
類似団体平均値より上回っていたが要因は不明水
量の大きな増と施設の老朽化による維持管理費の
増。また有収水量は上水道との関連があり、施設
の維持費については今後も適切な維持管理と今後
の施設更新計画を推進していく。
⑦施設利用率
平成26年度以降は類似団体平均値より下回ってい
る。しかし、未接続者も多数存在するので更なる
施設利用率向上を図る。
⑧水洗化率
類似団体平均値より下回っているため住民に「水
洗化の促進」普及啓発と接続勧奨を行ってい
く。。

処理区域内人口密度(人/km
2
) －

- 該当数値なし 63.58 100.00 2,160 775 0.46 1,684.78

30.52 40.89 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
)

法非適用 下水道事業 農業集落排水 F2 非設置 1,248

経営比較分析表（平成30年度決算）
沖縄県　南大東村

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 86.95 94.55 113.58 115.67 117.91

平均値

①収益的収支比率(％)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値

平均値

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 0.00 375.57 352.30 326.98 301.12

平均値 1,161.05 979.89 974.93 855.80 789.46

70.00 600.00 70.00 90.00

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

【747.76】

【85.82】【52.23】【261.46】【59.51】

該当数値なし 該当数値なし

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

未接続者の接続率の向上及び使用料収入を確保
し、既存施設更新の起債、接続率向上の活動等他
会計繰入金減にするため収支の改善を図っていか
なければならない。
長期的には人口減少に伴い施設更新や維持管理費
等のコストに課題があるためスマート型社会形成
が求められてくる。それに関連して財源確保のた
め状況に応じては使用料料金の見直しも視野に入
れていく必要性がある。

供用開始から16年以上経過し、施設内機器類の故
障や中継ポンプ類の故障も突発的な修繕が発生し
てきている。平成29年度には下水道施設台帳を作
成し老朽化対策を図っている。平成31年度以降最
適化構想事業計画等を策定し施設更新を行ってい
く。

2. 老朽化の状況

全体総括

く。。

2. 老朽化の状況について

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.07 0.02 2.05 0.01 0.01

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値

平均値

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 43.72 39.12 65.99 42.39 28.23

平均値 41.08 41.34 55.32 59.80 57.77

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 312.79 403.10 221.68 342.17 517.54

平均値 378.08 357.49 283.17 263.76 274.35

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 44.69 44.69 60.65 51.75 50.68

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 66.18 66.53 68.27 66.80 57.29

平均値 70.59 69.67 84.58 84.84 84.86

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)
【0.02】

該当数値なし 該当数値なし

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 42,652 29,274 33,859 33,900 33,941 33,982 34,023 34,064 34,105 34,145 34,186 34,227

（１） (B) 9,273 9,650 9,510 9,551 9,592 9,633 9,674 9,715 9,756 9,796 9,837 9,878

ア 9,273 9,650 9,510 9,551 9,592 9,633 9,674 9,715 9,756 9,796 9,837 9,878

イ (C)

ウ

（２） 33,379 19,624 24,349 24,349 24,349 24,349 24,349 24,349 24,349 24,349 24,349 24,349

ア 22,879 12,621 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909

イ 10,500 7,003 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440

２ (D) 33,459 28,461 23,390 19,730 45,524 42,011 38,938 36,225 33,807 31,630 29,652 27,836

（１） 32,849 27,910 22,878 19,257 16,292 13,865 11,878 10,251 8,919 7,829 6,937 6,207

ア 3,051 3,514 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905

イ 29,798 24,396 19,973 16,352 13,387 10,960 8,973 7,346 6,014 4,924 4,032 3,302

（２） 610 551 512 473 29,232 28,146 27,060 25,974 24,888 23,801 22,715 21,629

ア 610 551 512 473 29,232 28,146 27,060 25,974 24,888 23,801 22,715 21,629

イ

３ (E) 9,193 813 10,469 14,170 △ 11,583 △ 8,029 △ 4,915 △ 2,161 298 2,515 4,534 6,391

1 (F) 2,715 2,774 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370

（１）

（２） 2,715 2,774 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

２ (G) 2,715 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774

（１）

（２） (H) 2,715 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774

（３）

（４）

（５）

３ (I) 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596

令和11年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

令和8年度 令和9年度令和10年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

令和11年度本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度令和10年度

(J) 9,193 813 11,065 14,766 △ 10,987 △ 7,433 △ 4,319 △ 1,565 894 3,111 5,130 6,987

(K)

(L) 2,308 7,139 3,729 3,729 3,729 3,729 3,729 3,729 3,729 3,729 3,729 3,729

(M)

(N) 11,501 7,952 14,794 18,495 △ 7,258 △ 3,704 △ 590 2,164 4,623 6,840 8,859 10,716

(O) 5,076 5,515 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

(P) 6,425 2,437 10,494 14,195 △ 11,558 △ 8,004 △ 4,890 △ 2,136 323 2,540 4,559 6,416

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 9,273 9,650 9,510 9,551 9,592 9,633 9,674 9,715 9,756 9,796 9,837 9,878

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

22,879 12,621 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909

2,715 2,774 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370

25,594 15,395 17,279 17,279 17,279 17,279 17,279 17,279 17,279 17,279 17,279 17,279

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 118 94

赤 字 比 率 （ ×100 ）

93 99 105 112

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

129 151 70 76 82 87

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計


